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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極に接するゲート絶縁膜を形成する工程と、
　Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ≧０，ｂ≧０，ｃ≧０，ａ＋ｂ＋ｃ＝１
，ｄ＞０）で表され、ｂ≦ａ／２－１／１０、ｂ≧－３ａ／２＋１１／１０、ｂ≧１／２
０、及び、ｃ≧１／２０　を満たす第１の領域、並びに、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ

）Ｏ（ｈ）（ｅ≧０，ｆ≧０，ｇ≧０，ｅ＋ｆ＞０，ｈ＞０）で表され、ｆ／（ｅ＋ｆ）
＞０．２５０を満たし、前記ゲート電極に対して前記第１の領域よりも遠くに位置する第
２の領域を有し、前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極に対向配置されている酸化物
半導体層を液相法によって形成する工程と、
　互いに離間して配置されており、前記酸化物半導体層を介して導通可能なソース電極及
びドレイン電極を形成する工程と、
　を含む薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド、βジケトン錯体、及
び硝酸塩から選ばれる少なくとも一種と溶媒とを含む原料溶液を用いて前記酸化物半導体
層を形成する請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド及びβジケトン錯体か
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ら選ばれる少なくとも一種と溶媒とを含む原料溶液を用いて前記酸化物半導体層を形成す
る請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシドと溶媒とを含む原料溶
液を用いて前記酸化物半導体層を形成する請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法
。
【請求項５】
　前記原料溶液が、前記溶媒としてアミノエタノール類を含む請求項４に記載の薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項６】
　前記酸化物半導体層を形成する工程において、βジケトン錯体と溶媒とを含む原料溶液
を用いて前記酸化物半導体層を形成する請求項１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項７】
　前記原料溶液が、前記溶媒としてβジケトンを含む前記酸化物半導体層を形成する請求
項６に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項８】
　前記酸化物半導体層の前記第２の領域は、ｆ／（ｅ＋ｆ）＜０．８７５を満たす組成を
有する請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記第２の領域の膜厚は、１０ｎｍ超、７０ｎｍ未満である請求項１～請求項８のいず
れか１項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記酸化物半導体層は非晶質である請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の薄膜ト
ランジスタの製造方法。
【請求項１１】
　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド及びβジケトン錯体か
ら選ばれる少なくとも一種の金属有機化合物を含む酸化物前駆体膜を形成し、前記酸化物
前駆体膜を前記金属有機化合物の熱分解温度以上の温度で熱処理する工程を含む請求項１
～請求項１０のいずれか１項に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１２】
　前記熱処理する工程は４００℃以上である請求項１１に記載の薄膜トランジスタの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタの製造方法、薄膜トランジスタ、表示装置、イメージセン
サー及びＸ線センサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系（以下、ＩＧＺＯと称す）に代表される透明アモルファス酸化
物半導体材料（ＴＡＯＳ）は、ａ－Ｓｉに比べて高い移動度を示すことから大型、高精細
ディスプレイ駆動用薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の活性層（チャネル層）を構成する材料
として非常に注目を集めている。特にスパッタリング法等の真空成膜によるＩＧＺＯ－Ｔ
ＦＴ（ＴＡＯＳ－ＴＦＴ）は、量産化に向けた技術検討も進んでおり、実用化に近いレベ
ルに達している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、大面積に低コストでＴＡＯＳ－ＴＦＴを作製する手法として、液相法による研究
開発も盛んに行われている（例えば、特許文献２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２１５５５号公報
【特許文献２】特開２０１０－２１３３３号公報
【特許文献３】特開２０１０－１８４７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　液相法においては高い移動度を得るために高温でのアニール処理が必要であり、また、
液相法により高い移動度を実現することは困難である。
【０００６】
　本発明は、液相法により透明アモルファス酸化物半導体層を形成し、比較的低温でのア
ニール処理にて高い移動度（≧１ｃｍ２／Ｖｓ）を示す薄膜トランジスタの製造方法、並
びにそれにより製造された薄膜トランジスタ、それを備えた表示装置、イメージセンサー
及びＸ線センサーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、以下の発明が提供される。
＜１＞　ゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極に接するゲート絶縁膜を形成する工程と、
　Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ≧０，ｂ≧０，ｃ≧０，ａ＋ｂ＋ｃ＝１
，ｄ＞０）で表され、ｂ≦ａ／２－１／１０、ｂ≧－３ａ／２＋１１／１０、ｂ≧１／２
０、及び、ｃ≧１／２０　を満たす第１の領域、並びに、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ

）Ｏ（ｈ）（ｅ≧０，ｆ≧０，ｇ≧０，ｅ＋ｆ＞０，ｈ＞０）で表され、ｆ／（ｅ＋ｆ）
＞０．２５０を満たし、前記ゲート電極に対して前記第１の領域よりも遠くに位置する第
２の領域を有し、前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極に対向配置されている酸化物
半導体層を液相法によって形成する工程と、
　互いに離間して配置されており、前記酸化物半導体層を介して導通可能なソース電極及
びドレイン電極を形成する工程と、
　を含む薄膜トランジスタの製造方法。
＜２＞　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド、βジケトン錯
体、及び硝酸塩から選ばれる少なくとも一種と溶媒とを含む原料溶液を用いて前記酸化物
半導体層を形成する＜１＞に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜３＞　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド及びβジケトン
錯体から選ばれる少なくとも一種と溶媒とを含む原料溶液を用いて前記酸化物半導体層を
形成する＜１＞に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜４＞　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシドと溶媒とを含む
原料溶液を用いて前記酸化物半導体層を形成する＜１＞に記載の薄膜トランジスタの製造
方法。
＜５＞　前記原料溶液が、前記溶媒としてアミノエタノール類を含む＜４＞に記載の薄膜
トランジスタの製造方法。
＜６＞　前記酸化物半導体層を形成する工程において、βジケトン錯体と溶媒とを含む原
料溶液を用いて前記酸化物半導体層を形成する＜１＞に記載の薄膜トランジスタの製造方
法。
＜７＞　前記原料溶液が、前記溶媒としてβジケトンを含む前記酸化物半導体層を形成す
る＜６＞に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜８＞　前記酸化物半導体層の前記第２の領域は、ｆ／（ｅ＋ｆ）＜０．８７５を満たす
組成を有する＜１＞～＜７＞のいずれかに記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜９＞　前記第２の領域の膜厚は、１０ｎｍ超、７０ｎｍ未満である＜１＞～＜８＞のい
ずれかに記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜１０＞　前記酸化物半導体層は非晶質である＜１＞～＜９＞のいずれかに記載の薄膜ト
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ランジスタの製造方法。
＜１１＞　前記酸化物半導体層を形成する工程において、金属アルコキシド及びβジケト
ン錯体から選ばれる少なくとも一種の金属有機化合物を含む酸化物前駆体膜を形成し、前
記酸化物前駆体膜を前記金属有機化合物の熱分解温度以上の温度で熱処理する工程を含む
＜１＞～＜１０＞のいずれかに記載の薄膜トランジスタの製造方法。
＜１２＞　前記熱処理する工程は４００℃以上である＜１１＞に記載の薄膜トランジスタ
の製造方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、液相法により透明アモルファス酸化物半導体層を形成し、比較的低温
でのアニール処理にて高い移動度（≧１ｃｍ２／Ｖｓ）を示す薄膜トランジスタの製造方
法、並びにそれにより製造された薄膜トランジスタ、それを備えた表示装置、イメージセ
ンサー及びＸ線センサーが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明により製造される薄膜トランジスタの一例（ボトムゲート－トップコンタ
クト型）の構成を示す概略図である。
【図２】本発明により製造される薄膜トランジスタの一例（トップゲート－ボトムコンタ
クト型）の構成を示す概略図である。
【図３】実施形態の液晶表示装置の一部分を示す概略断面図である。
【図４】図３の液晶表示装置の電気配線の概略構成図である。
【図５】実施形態の有機ＥＬ表示装置の一部分を示す概略断面図である。
【図６】図５の有機ＥＬ表示装置の電気配線の概略構成図である。
【図７】実施形態のＸ線センサーアレイの一部分を示す概略断面図である。
【図８】図７のＸ線センサーアレイの電気配線の概略構成図である。
【図９】本発明の薄膜トランジスタの酸化物半導体層における第１の領域の組成範囲並び
に及び実施例、比較例の酸化物半導体層における第１の領域の組成及び移動度を３元相図
記法で示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の薄膜トランジスタの製造方法、並びに本発
明により製造される薄膜トランジスタを備えた表示装置、センサー及びＸ線センサー（デ
ジタル撮影装置）について具体的に説明する。なお、図中、同一又は対応する機能を有す
る部材（構成要素）には同じ符号を付して適宜説明を省略する。
【００１１】
　本発明者らは、液相法により酸化物半導体層を形成して、１ｃｍ２／Ｖｓ以上の移動度
を有する薄膜トランジスタを製造する方法について鋭意研究を重ねたところ、酸化物半導
体層を積層構造とし、ゲート電極側の領域を特定の組成範囲内に制御することで、比較的
低温で１ｃｍ２／Ｖｓ以上の移動度を有する薄膜トランジスタを製造することができるこ
とを見出した。
　すなわち、本発明の薄膜トランジスタの製造方法は、ゲート電極を形成する工程と、ゲ
ート電極に接するゲート絶縁膜を形成する工程と、Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（

ｄ）（ａ≧０，ｂ≧０，ｃ≧０，ａ＋ｂ＋ｃ＝１，ｄ＞０）で表され、ｂ≦１／３、かつ
、ｂ≧－１０ａ／７＋１　を満たす第１の領域、及び、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）

Ｏ（ｈ）（ｅ≧０，ｆ≧０，ｇ≧０，ｅ＋ｆ＞０，ｈ＞０）で表され、ゲート電極に対し
て第１の領域よりも遠くに位置する第２の領域を有し、ゲート絶縁膜を介してゲート電極
に対向配置されている酸化物半導体層を液相法によって形成する工程と、互いに離間して
配置されており、酸化物半導体層を介して導通可能なソース電極及びドレイン電極を形成
する工程と、を含んで構成されている。
【００１２】
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＜薄膜トランジスタ＞
　まず、本発明の薄膜トランジスタの製造方法により製造される薄膜トランジスタ（適宜
「ＴＦＴ」と記す）の構成について図を参照して説明する。なお、代表例として図１、図
２に示すＴＦＴについて具体的に説明するが、本発明は他の形態（構造）のＴＦＴの製造
にも適用することができる。
【００１３】
　本発明により製造するＴＦＴの素子構造は、ゲート電極の位置に基づいた、いわゆるボ
トムゲート型（逆スタガ構造とも呼ばれる）及びトップゲート型（スタガ構造とも呼ばれ
る）のいずれの態様であってもよい。トップゲート型とは、ＴＦＴが形成されている基板
を最下層としたときに、ゲート絶縁膜の上側にゲート電極が配置され、ゲート絶縁膜の下
側に活性層が形成された形態であり、ボトムゲート型とは、ゲート絶縁膜の下側にゲート
電極が配置され、ゲート絶縁膜の上側に活性層が形成された形態である。
　また、酸化物半導体層とソース電極及びドレイン電極（適宜、「ソース・ドレイン電極
」という。）との接触部分に基づき、いわゆるトップコンタクト型、ボトムコンタクト型
のいずれの態様であってもよい。ボトムコンタクト型とは、ソース・ドレイン電極が活性
層よりも先に形成されて活性層の下面がソース・ドレイン電極に接触する形態であり、ト
ップコンタクト型とは、活性層がソース・ドレイン電極よりも先に形成されて活性層の上
面がソース・ドレイン電極に接触する形態である。
　なお、本発明に係るＴＦＴは、上記以外にも、様々な構成をとることが可能であり、適
宜、活性層上に保護層や基板上に絶縁層等を備える構成であってもよい。
【００１４】
　図１は本発明の第１の実施形態の薄膜トランジスタ１、図２は本発明の第２の実施形態
の薄膜トランジスタ２の構成をそれぞれ模式的に示す断面図である。図１、図２の各薄膜
トランジスタ１，２において、共通の要素には同一の符号を付している。
　図１に示す第１の実施形態の薄膜トランジスタ１は、ボトムゲート－トップコンタクト
型のトランジスタであり、図２に示す第２の実施形態の薄膜トランジスタ２は、トップゲ
ート－ボトムコンタクト型のトランジスタである。図１、図２に示す実施形態は、酸化物
半導体層１２に対するゲート電極１６、ソース電極１３及びドレイン電極１４の配置が異
なるが、同一符号を付与されている各要素の機能は同一であり、同様の材料を適用するこ
とができる。
【００１５】
　本発明の実施形態に係る薄膜トランジスタ１，２は、ゲート電極１６と、ゲート絶縁膜
１５と、酸化物半導体層１２と、ソース電極１３と、ドレイン電極１４とを有し、酸化物
半導体層１２は、膜厚方向にゲート電極１６に近い側から第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ
２を備えている。酸化物半導体層１２を構成する第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２は、そ
れぞれ液相法により形成されている。
　以下、本発明のＴＦＴ１，２が形成される基板も含め、各構成要素について詳述する。
【００１６】
（基板）
　本発明の薄膜トランジスタ１が形成される基板１１の形状、構造、大きさ等については
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。基板１１の構造は単層構造で
あってもよいし、積層構造であってもよい。
　基板１１の材質として、例えばガラス、ＹＳＺ（イットリウム安定化ジルコニウム）等
の無機基板、樹脂基板や、その複合材料等を用いることができる。
　具体的には、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリス
ルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、アリルジグリコールカーボネート、ポ
リアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリベンズアゾール、
ポリフェニレンサルファイド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、ポリクロロト
リフルオロエチレン等のフッ素樹脂、液晶ポリマー、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリ
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コーン樹脂、アイオノマー樹脂、シアネート樹脂、架橋フマル酸ジエステル、環状ポリオ
レフィン、芳香族エーテル、マレイミドーオレフィン、セルロース、エピスルフィド化合
物等の合成樹脂基板、酸化珪素粒子との複合プラスチック材料、金属ナノ粒子、無機酸化
物ナノ粒子、無機窒化物ナノ粒子等との複合プラスチック材料、カーボン繊維、カーボン
ナノチューブとの複合プラスチック材料、ガラスフェレーク、ガラスファイバー、ガラス
ビーズとの複合プラスチック材料、粘土鉱物や雲母派生結晶構造を有する粒子との複合プ
ラスチック材料、薄いガラスと上記単独有機材料との間に少なくとも１回の接合界面を有
する積層プラスチック材料、無機層と有機層を交互に積層することで、少なくとも１回以
上の接合界面を有するバリア性能を有する複合材料、ステンレス基板或いはステンレスと
異種金属を積層した金属多層基板、アルミニウム基板或いは表面に酸化処理（例えば陽極
酸化処理）を施すことで表面の絶縁性を向上させた酸化皮膜付きのアルミニウム基板等を
用いることができる。
　なお、樹脂基板は耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性、又
は低吸湿性等に優れていることが好ましい。樹脂基板は、水分や酸素の透過を防止するた
めのガスバリア層や、樹脂基板の平坦性や下部電極との密着性を向上するためのアンダー
コート層等を備えていてもよい。
【００１７】
（酸化物半導体層）
　酸化物半導体層１２は、ゲート電極１６に近い順から第１の領域Ａ１（適宜、「Ａ１層
」と記す。）と第２の領域Ａ２（適宜、「Ａ２層」と記す。）とを含み、ゲート絶縁膜１
５を介してゲート電極１６に対向配置されている。第１の領域Ａ１及び第２の領域Ａ２は
いずれも液相法によって成膜されている。
　第１の領域Ａ１は、Ｉｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ≧０，ｂ≧０，ｃ≧
０，ａ＋ｂ＋ｃ＝１，ｄ＞０）で表され、ｂ≦１／３、かつ、ｂ≧－１０ａ／７＋１　を
満たす組成範囲にある。一方、ゲート電極１６に対して第１の領域Ａ１よりも遠い側、す
なわち、第１の領域Ａ１のゲート絶縁膜１５に接する面とは反対側に位置する第２の領域
Ａ２は、Ｉｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）（ｅ≧０，ｆ≧０，ｇ≧０，ｅ＋ｆ＞
０，ｈ＞０）で表され、第１の領域Ａ１とは異なる組成を有する。
【００１８】
－第１の領域－
　第１の領域Ａ１はＩｎ（ａ）Ｇａ（ｂ）Ｚｎ（ｃ）Ｏ（ｄ）（ａ≧０，ｂ≧０，ｃ≧０
，ａ＋ｂ＋ｃ＝１，ｄ＞０）で表され、ｂ≦１／３、かつ、ｂ≧－１０ａ／７＋１　を満
たす組成範囲にある。第１の領域Ａ１は、繰り返し駆動に対する安定性から、ｂ＞０であ
ることが望ましい。また、第１の領域Ａ１は、より高い移動度を達成する観点から、ｂ≦
ａ／２－１／１０、かつ、ｂ≧－３ａ／２＋１１／１０　を満たす組成範囲にあることが
より望ましく、さらに、ｂ≧１／２０、かつ、ｃ≧１／２０も満たす組成範囲にあること
がより望ましい。第１の領域Ａ１がこの範囲内にあれば、より高い電界効果移動度（１．
４ｃｍ２／Ｖｓ以上）を達成することができる。
【００１９】
　第１の領域Ａ１の厚みは３０ｎｍ未満であることが望ましい。第１の領域Ａ１は高移動
度化を実現しやすい極めてＩｎリッチなＩＧＺＯ膜を用いることが好ましいが、このよう
な高移動度膜はキャリア濃度が高いために閾値が大きくマイナス側にシフトする可能性が
ある。第１の領域Ａ１の厚みが３０ｎｍ以上であると活性層におけるトータルのキャリア
濃度が過剰な状態となっており、ピンチオフが比較的難しくなる。
　一方、第１の領域Ａ１の厚みは、酸化物半導体層１２の均一性及び高い移動度を得る観
点から５ｎｍ以上である事が好ましい。
【００２０】
－第２の領域－
　酸化物半導体層１２の第２の領域Ａ２は、ゲート電極１６に対して第１の領域Ａ１より
も遠い側、すなわち、第１の領域Ａ１のゲート絶縁膜１５に接する面とは反対側に位置す
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る。第２の領域Ａ２はＩｎ（ｅ）Ｇａ（ｆ）Ｚｎ（ｇ）Ｏ（ｈ）（ｅ≧０，ｆ≧０，ｇ≧
０，ｅ＋ｆ＞０，ｈ＞０）で表され、少なくともＩｎ及びＧａのいずれか一方を含む酸化
物半導体膜である。
【００２１】
　第２の領域Ａ２の組成はｆ／（ｅ＋ｆ）＞０．２５を満たすことが望ましい。第２の領
域Ａ２の組成がｆ／（ｅ＋ｆ）＞０．２５を満たす範囲にあれば、第１の領域Ａ１への過
剰なキャリアの流れ込みや第２の領域内にチャネル形成が起こることを抑制し、閾値電圧
Ｖｔｈがマイナス側にシフトすることを効果的に抑制することができる。
　一方、第２の領域Ａ２の組成はｆ／（ｅ＋ｆ）＜０．８７５を満たすことが望ましい。
第２の領域Ａ２の組成がｆ／（ｅ＋ｆ）＜０．８７５であると、Ｇａ含有率の増大による
第２の領域の抵抗の増大が抑制され、高い移動度を達成することができる。
【００２２】
　第２の領域Ａ２の厚みは３０ｎｍ以上であることが望ましい。第２の領域Ａ２の厚みが
３０ｎｍ以上であると、オフ電流の低減をより確実に期待できる。一方で、第２の領域Ａ
２の厚みが１０ｎｍ以下であると、オフ電流の増大や、Ｓ値の劣化を引き起こす恐れがあ
る。また、第２の領域Ａ２の厚みは７０ｎｍ未満であることが望ましい。第２の領域の厚
みが７０ｎｍ以上であると、オフ電流の低減は期待できるものの、ソース・ドレイン電極
層と第１の領域Ａ１間の抵抗が増大することになり、結果的に移動度の低下を招く恐れが
ある。従って、第２の領域Ａ２の厚みは、１０ｎｍより大きく、７０ｎｍより小さいこと
が望ましい。
　なお、各領域Ａ１，Ａ２の厚みは、例えば、スピンコーティングの回転数などによって
制御することができる。
【００２３】
－酸化物半導体層全体－
　酸化物半導体層１２全体の膜厚（総膜厚）は、膜の均一性、パターニング性の観点から
、１０～２００ｎｍ程度であることが好ましく、３５ｎｍ以上、８０ｎｍ未満であること
がより好ましい。
【００２４】
　酸化物半導体層１２（第１の領域Ａ１、第２の領域Ａ２）は非晶質であることが望まし
い。第１、第２の領域Ａ１，Ａ２が非晶質膜であれば、結晶粒界が存在せず、均一性の高
い膜が得られる。
　なお、第１、第２の領域Ａ１，Ａ２から成る積層膜が非晶質であるかどうかは、Ｘ線回
折測定により確認することができる。すなわち、Ｘ線回折測定により、結晶構造を示す明
確なピークが検出されなかった場合は、その積層膜は非晶質であると判断することができ
る。
【００２５】
（ソース・ドレイン電極）
　ソース電極１３及びドレイン電極１４は、いずれも高い導電性を有するものであれば材
料、構造に関して特に制限はない。例えばＡｌ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、Ａｇ等
の金属、Ａｌ－Ｎｄ、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）
、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の金属酸化物導電膜等を、単層又は２層以上の積層構
造としてソース・ドレイン電極１３，１４を形成することができる。
【００２６】
　ソース電極１３及びドレイン電極１４を、上記金属又は金属酸化物により構成する場合
、成膜性、エッチングやリフトオフ法によるパターンニング性及び導電性等を考慮すると
、その厚みは、１０ｎｍ以上、１０００ｎｍ以下とすることが好ましく、５０ｎｍ以上、
１００ｎｍ以下とすることがより好ましい。
【００２７】
（ゲート絶縁膜）
　ゲート絶縁膜１５は、ゲート電極１６と、酸化物半導体１２、ソース・ドレイン電極１
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３，１４とを絶縁した状態に離間する層であり、高い絶縁性を有するものが好ましく、例
えばＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、ＨｆＯ２等の
絶縁膜、又はこれらの化合物を二種以上含む絶縁膜等から構成することができる。
【００２８】
　なお、ゲート絶縁膜１５はリーク電流の低下及び電圧耐性の向上のために十分な厚みを
有する必要がある一方、厚みが大きすぎると駆動電圧の上昇を招いてしまう。ゲート絶縁
膜１５の厚みは、材質にもよるが、１０ｎｍ～１０μｍが好ましく、５０ｎｍ～１０００
ｎｍがより好ましく、１００ｎｍ～４００ｎｍが特に好ましい。
【００２９】
（ゲート電極）
　ゲート電極１６としては、高い導電性を有するものであれば特に制限ない。例えばＡｌ
、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、Ａｇ等の金属、Ａｌ－Ｎｄ、酸化錫、酸化亜鉛、酸化
インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の金属酸化
物導電膜等を、単層又は２層以上の積層構造としてゲート電極を形成することができる。
【００３０】
　ゲート電極１６を、上記金属又は金属酸化物により構成する場合、成膜性、エッチング
やリフトオフ法によるパターンニング性及び導電性等を考慮すると、その厚みは、１０ｎ
ｍ以上、１０００ｎｍ以下とすることが好ましく、５０ｎｍ以上、２００ｎｍ以下とする
ことがより好ましい。
【００３１】
＜薄膜トランジスタの製造方法＞
　次に、本発明により、図１に示すボトムゲート－トップコンタクト型の薄膜トランジス
タ１を製造する方法について説明する。なお、各部の構成材料、厚みなどは前記した通り
であり、重複記載を避けるため以下の説明では省略する。
【００３２】
（ゲート電極の形成）
　まず、基板１１を用意し、必要に応じて基板１１上に薄膜トランジスタ１以外の層を形
成した後、ゲート電極１６を形成する。
　ゲート電極１６は、例えば印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、ス
パッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等
の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って成膜
すればよい。例えば、電極膜を成膜後、エッチング又はリフトオフ法により所定の形状に
パターンニングし、ゲート電極１６を形成する。この際、ゲート電極１６及びゲート配線
を同時にパターンニングすることが好ましい。
【００３３】
（ゲート絶縁膜の形成）
　ゲート電極１６を形成した後、ゲート絶縁膜１５を形成する。
　ゲート絶縁膜１５は、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッ
タリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化
学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って成膜すれ
ばよい。例えば、ゲート絶縁膜１５はフォトリソグラフィー及びエッチングによって所定
の形状にパターンニングしてもよい。
【００３４】
（酸化物半導体層の形成）
　次いで、ゲート絶縁膜１５上のゲート電極１６と対向する位置に、酸化物半導体層１２
として、第１の領域Ａ１、第２の領域Ａ２の順に成膜する。
　なお、第１の領域Ａ１、第２の領域Ａ２をそれぞれ形成する順序はゲート電極１６との
位置関係によって決めればよい。例えば、図１に示すようなボトムゲート型の薄膜トラン
ジスタ１の製造時には、酸化物半導体層１２は、第１の領域Ａ１、第２の領域Ａ２の順に
成膜し、図２に示すようなトップゲート型の薄膜トランジスタ２の製造時には、第２の領
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域Ａ２、第１の領域Ａ１の順に成膜すればよい。
【００３５】
　まず、例えば、酸化物半導体層１２の各領域Ａ１，Ａ２を形成するための金属元素及び
有機成分を含む金属有機化合物と溶媒とを含む原料溶液を準備する。そして、例えば、ス
ピンコート、バーコート、ディップコート、スプレーコート、インクジェット、ディスペ
ンサー、スクリーン印刷、凸版印刷又は凹版印刷等の液相法を用いて、ゲート絶縁膜１５
が形成された基板１１上に、有機成分と、少なくともＩｎを含有する第１の酸化物前駆体
膜を形成し、第１の酸化物前駆体膜上に同様に液相法を用いて第２の酸化物前駆体膜を形
成する。
【００３６】
　液相法により第１の酸化物前駆体膜及び第２の酸化物前駆体膜を形成する際に用いる原
料溶液は、それぞれ第１の領域Ａ１、第２の領域Ａ１として形成されたときに目標となる
組成を有すれば特に限定はないが、金属アルコキシド、βジケトン錯体、及び硝酸塩から
選ばれる少なくとも一種と溶媒とを含む原料溶液を用いることができる。
【００３７】
　例えば、５００℃以下の温度領域で熱分解し、酸化物を形成可能な金属有機化合物を含
むものを好ましく用いることができる。より好ましくは、目標とする酸化物半導体を構成
する金属元素を含む金属アルコキシド又は有機酸塩を含有する溶液である。金属アルコキ
シド又は有機酸塩を含む溶液であれば、硝酸塩や塩化物を用いた場合に生じ得る硝酸や塩
素といった不純物成分を除去するプロセスが不要であり、且つ有害なガスの発生を抑える
ことができる。
【００３８】
－有機酸塩－
　有機酸塩としては、β－ジケトン錯体基、β－ケトカルボン酸エステル錯体基、β－ケ
トカルボン酸錯体基及びケトオキシ基（ケトオキシ錯体基）が挙げられる。
　β－ジケトン錯体基としては、例えば２，４－ペンタンジオン（アセチルアセトンある
いはアセトアセトンともいう）、１，１，１，５，５，５－へキサメチル－２，４－ペン
タンジオン、２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオン、１，１，１－ト
リフルオロ－２，４－ペンタンジオン等を挙げることができる。
　酸化物前駆体膜を形成する原料としてβ－ジケトン錯体を用いる場合は、溶媒としてβ
－ジケトンを用いることが好ましい。
【００３９】
　β－ケトカルボン酸エステル錯体基としては、例えばアセト酢酸メチルエステル、アセ
ト酢酸エチルエステル、アセト酢酸プロピルエステル、トリメチルアセト酢酸エチル、ト
リフルオロアセト酢酸メチル等を挙げることができる。
　β－ケトカルボン酸としては、例えば、アセト酢酸、トリメチルアセト酢酸等を挙げる
ことができる。
　またケトオキシ基としては、例えばアセトオキシ基（またはアセトキシ基）、プロピオ
ニルオキシ基、ブチリロキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基等を挙
げることができる。これらの基の炭素原子数は１８以下が好ましい。また、直鎖または分
岐のもの、また、水素原子をフッ素原子にしたものでもよい。
【００４０】
－金属アルコキシド－
　金属アルコキシド溶液としては、少なくとも下記一般式（Ｉ）で表される金属アルコキ
シド化合物を含有する溶液を用いることができる。
　Ｍ（ＯＲ）ｎ　　　（Ｉ）
（式（Ｉ）中、ＭはＩｎ，Ｇａ又はＺｎであり、Ｒは有機基であり、ｎは１以上の整数で
ある。）
【００４１】
　また、本発明で用いる金属アルコキシドは単独で存在してもよく、その一部が連結して
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複合アルコキシドを形成していてもよい。
　また、金属アルコキシド溶液は１～１００ｍＰａ・ｓの粘度を有するものであることが
好ましい。また、上記一般式（Ｉ）中のＲで表される有機基は全ての金属元素において同
一でも異なっていてもよく、好ましくは炭素数が１～２０、より好ましくは１～６のアル
キル基である。
【００４２】
　一般式（Ｉ）に相当する具体的な金属アルコキシドの例としては、亜鉛エトキシド、亜
鉛エトキシエトキシド、亜鉛ジメチルアミノエトキシド、亜鉛メトキシエトキシド、イン
ジウムイソプロポキシド、インジウム－ｎ－ブトキシド、インジウムメトキシエトキシド
、インジウムジエチルアミノエトキシド、ガリウムエトキシド、ガリウムイソプロポキシ
ド等を挙げることができる。
【００４３】
　金属アルコキシド溶液は、全ての金属アルコキシド化合物の合計重量濃度として、好ま
しくは０．５～２０質量％、より好ましくは１～１０質量％で含有する。溶液中の金属ア
ルコキシド化合物の含有量が０．５質量％未満では、均一な薄膜を形成することが困難と
なる場合があり、２０質量％を超えると充分に薄い膜を構成することが困難となる場合が
ある。
【００４４】
　金属アルコキシド溶液は、上記金属アルコキシド化合物を溶解するための適当な溶媒を
含む。この溶媒としては、水、アルコール類、アミノアルコール類、グリコール類などを
挙げることができ、溶解性、濡れ性、沸点がある程度高い事、液中での加水分解を防ぐ、
というの観点から、アミノアルコール類が好ましく、分散液の安定性、乾燥性の観点から
高沸点溶媒を少なくとも１種含むものであることが更に好ましい。
【００４５】
　上記高沸点溶媒の沸点は、例えば１２０～２５０℃であり、乾燥時の負荷軽減の観点か
ら好ましくは１３０～２００℃である。沸点が１２０℃未満では乾燥速度が速く十分な平
滑性を得にくくなり、２５０℃を超えると薄膜を形成する際に残存しやすくなる。
　上記高沸点溶媒として、具体的には、２－エトキシエタノール、２－（メトキシエトキ
シ）エタノール、２－（エトキシエトキシ）エタノール、２－イソプロポキシエタノール
、１－エトキシ－２－プロパノール、２－ジエチルアミノエタノール、２－ジプロピルア
ミノエタノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ベ
ンジルアルコールなどを挙げることができる。
【００４６】
　また、金属アルコキシド溶液は、帯電防止剤、可塑剤、高分子バインダー、増粘剤等の
各種添加剤を目的に応じて添加し、物性調整した後に塗布用の溶液として用いてもよい。
【００４７】
　また、液相法により形成した酸化物前駆体膜に、膜密度を向上させる処理を施すことが
好ましい。具体的には光処理工程又はプラズマ処理工程が挙げられ、処理コストの観点等
から光処理工程が好ましい。光処理工程では前記酸化物前駆体膜に紫外線を照射すること
が好ましい。紫外線であれば膜中の有機成分の結合状態を変化させ易く、膜密度の向上が
期待できる。光源としては低圧水銀灯、重水素ランプ、キセノンエキシマランプ、メタル
ハライドランプ、エキシマレーザー等を用いることができる。
　膜密度を向上させる処理は第１の酸化物前駆体膜と、第２の酸化物前駆体膜の各々の形
成毎に行ってもよく、全ての酸化物前駆体膜の形成が終わった後に行ってもよい。
【００４８】
　酸化物前駆体膜中の残存有機分を除去するため、熱処理を施す。熱処理方法に特に限定
はなく、電気炉やマッフル炉で加熱する方法や、ランプ加熱、ホットプレートによる加熱
などが挙げられる。
　熱処理温度は用いる金属有機化合物の熱分解温度以上であればよく、例えば金属アルコ
キシド又はβジケトン錯体を用いる場合は４００℃以上の熱処理を施すことが好ましい。
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　ただし、熱処理温度は６００℃以下であることが好ましい。６００℃超では第１の酸化
物膜と第２の酸化物膜間で金属元素の拡散が顕著に起こり、積層構造を維持することが困
難となるためである。
　なお、熱分解温度は錯体構造によって変化するが、例えば熱重量測定（ＴＧ）を行う事
によって評価する事が可能である。
【００４９】
　熱処理後、酸化物半導体層１２をパターンニングする。パターンニングはフォトリソグ
ラフィーおよびエッチングにより行うことができる。具体的には、残存させる部分にフォ
トリソグラフィーによりレジストパターンを形成し、塩酸、硝酸、希硫酸、または燐酸、
硝酸および酢酸の混合液等の酸溶液によりエッチングすることにより酸化物半導体層１２
のパターンを形成する。
　なお、前記熱処理工程の前に酸化物半導体層１２のパターニングを行い、パターニング
後に前記熱処理工程を行ってもよい。
【００５０】
上記工程を経て、液相法により、それぞれ酸化物半導体からなる第１の領域Ａ１及び第２
の領域Ａ２を有する酸化物半導体層１２を形成することができる。
　なお、本発明により酸化物半導体層１２を形成するための原料は金属アルコキシドや有
機酸塩に限定されず、例えば、硝酸塩を用いることもできる。原料として硝酸塩を用いた
場合には、金属アルコキシドや有機酸塩を用いた場合と比較して、膜形成したときに不純
物となるカーボン成分が混入しないという利点を有する。
　また、硝酸塩は、金属アルコキシドや有機酸塩と比べて一般的に熱分解温度が低い（２
５０℃程度）ため、より低温で高いＴＦＴ特性を実現できる。
【００５１】
（ソース・ドレイン電極の形成）
　次に、酸化物半導体層１２の上にソース・ドレイン電極１３，１４を形成するための金
属膜を形成する。
　ソース電極１３及びドレイン電極１４はいずれも、例えば印刷方式、コーティング方式
等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の物理的方式
、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式等の中から使用する材料との適性を考慮して
適宜選択した方法に従って成膜すればよい。
　例えば金属膜をエッチング又はリフトオフ法により所定の形状にパターンニングし、ソ
ース電極１３及びドレイン電極１４を形成する。この際、ソース・ドレイン電極１３，１
４と、これらの電極１３，１４に接続する配線（不図示）を同時にパターンニングするこ
とが好ましい。
【００５２】
　以上の手順により、図１に示すような構成を有する薄膜トランジスタ１を作製すること
ができる。
　本発明により製造される薄膜トランジスタは、液相法により比較的低温で製造すること
ができ、かつ、高い移動度（≧１ｃｍ２／Ｖｓ）を示すため、種々のデバイスに適用する
ことができる。本発明により製造される薄膜トランジスタを用いた表示装置及びセンサー
は、いずれも低い消費電力により良好な特性を示す。なお、ここで言う「特性」とは、表
示装置の場合には表示特性、センサーの場合には感度特性である。
【００５３】
＜液晶表示装置＞
　図３に、本発明により製造される薄膜トランジスタを備えた表示装置の一実施形態であ
る液晶表示装置について、その一部分の概略断面図を示し、図４にその電気配線の概略構
成図を示す。
【００５４】
　図３に示すように、本実施形態の液晶表示装置５は、図２に示したトップゲート－ボト
ムコンタクト型の薄膜トランジスタ２と、薄膜トランジスタ２のパッシベーション層５４
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で保護されたゲート電極１６上に画素下部電極５５及びその対向上部電極５６で挟まれた
液晶層５７と、各画素に対応させて異なる色を発色させるためのＲＧＢカラーフィルタ５
８とを備え、ＴＦＴ２の基板１１側及びカラーフィルタ５８上にそれぞれ偏光板５９ａ、
５９ｂを備えた構成である。
【００５５】
　また、図４に示すように、本実施形態の液晶表示装置５は、互いに平行な複数のゲート
配線５１と、該ゲート配線５１と交差する、互いに平行なデータ配線５２とを備えている
。ここでゲート配線５１とデータ配線５２は電気的に絶縁されている。ゲート配線５１と
データ配線５２との交差部付近に、薄膜トランジスタ２が備えられている。
【００５６】
　薄膜トランジスタ２のゲート電極１６はゲート配線５１に接続されており、薄膜トラン
ジスタ２のソース電極１３はデータ配線５２に接続されている。また、薄膜トランジスタ
２のドレイン電極１４はゲート絶縁膜１５に設けられたコンタクトホール１９を介して（
コンタクトホール１９に導電体が埋め込まれて）画素下部電極５５に電気的に接続されて
いる。この画素下部電極５５は、接地された対向電極５６とともにコンデンサ５３を構成
している。
【００５７】
　図３に示した本実施形態の液晶装置においては、トップゲート型の薄膜トランジスタを
備えるものとしたが、本発明の表示装置である液晶装置において用いられる薄膜トランジ
スタはトップゲート型に限定されることなく、ボトムゲート型の薄膜トランジスタであっ
てもよい。
【００５８】
　本発明により製造される薄膜トランジスタは高い移動度を有するため、液晶表示装置に
おいて高精細、高速応答、高コントラスト等の高品位表示が可能となり、大画面化にも適
している。また、特に活性層（酸化物半導体層）１２が非晶質である場合には素子特性の
バラツキを抑えることができ、大画面でムラのない優れた表示品位が実現される。しかも
特性シフトが少ないため、ゲート電圧を低減でき、ひいては表示装置の消費電力を低減で
きる。
　また、本発明によると、活性層を構成する第１の領域Ａ１及び第２の領域Ａ２は、低温
（例えば２００℃以下）での成膜が可能な非晶質膜を用いて形成することができるため、
基板としては樹脂基板（プラスチック基板）を用いることができる。従って、本発明によ
れば、表示品質に優れ、フレキシブルな液晶表示装置を提供することもできる。
【００５９】
＜有機ＥＬ表示装置＞
　本発明により製造されるＴＦＴを備えた表示装置の一実施形態として、アクティブマト
リックス方式の有機ＥＬ表示装置について、図５にその一部分の概略断面図を示し、図６
に電気配線の概略構成図を示す。
　有機ＥＬ表示装置の駆動方式には、単純マトリックス方式とアクティブマトリックス方
式の２種類がある。単純マトリックス方式は低コストで作製できるメリットがあるが、走
査線を１本ずつ選択して画素を発光させることから、走査線数と走査線あたりの発光時間
は反比例する。そのため高精細化、大画面化が困難となっている。アクティブマトリック
ス方式は画素ごとにトランジスタやキャパシタを形成するため製造コストが高くなるが、
単純マトリックス方式のように走査線数を増やせないという問題はないため高精細化、大
画面化に適している。
【００６０】
　本実施形態のアクティブマトリックス方式の有機ＥＬ表示装置６は、トップゲート－ト
ップコンタクト型の薄膜トランジスタが、パッシベーション層６１ａを備えた基板６０上
に、駆動用ＴＦＴ２ａ及びスイッチング用ＴＦＴ２ｂとしてそれぞれ備えられている。薄
膜トランジスタ２ａ，２ｂ上には下部電極６２及び上部電極６３に挟まれた有機発光層６
４からなる有機発光素子６５を備え、上面もパッシベーション層６１ｂにより保護された
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構成となっている。
【００６１】
　また、図５に示すように、本実施形態の有機ＥＬ表示装置６は、互いに平行な複数のゲ
ート配線６６と、該ゲート配線６６と交差する、互いに平行なデータ配線６７及び駆動配
線６８とを備えている。ここでゲート配線６６とデータ配線６７、駆動配線６８とは電気
的に絶縁されている。スイッチング用薄膜トランジスタ２ｂのゲート電極１６ａは、ゲー
ト配線６６に接続されており、スイッチング用薄膜トランジスタ２ｂのソース電極１３ｂ
はデータ配線６７に接続されている。また、スイッチング用薄膜トランジスタ２ｂのドレ
イン電極１４ｂは駆動用薄膜トランジスタ２ａのゲート電極１６ａに接続されるとともに
、コンデンサ６９を用いることで駆動用薄膜トランジスタ２ａをオン状態に保つ。駆動用
薄膜トランジスタ２ａのソース電極１３ａは駆動配線６８に接続され、ドレイン電極１４
ａは有機ＥＬ発光素子６５に接続される。
【００６２】
　図５に示した本実施形態の有機ＥＬ装置においても、トップゲート型の薄膜トランジス
タ２ａ，２ｂを備えるものとしたが、本発明の表示装置である有機ＥＬ装置において用い
られる薄膜トランジスタは、トップゲート型に限定されることなく、ボトムゲート型の薄
膜トランジスタであってもよい。
【００６３】
　本発明により製造される薄膜トランジスタは高い移動度を有するため、低消費電力で且
つ高品位な表示が可能となる。また、本発明によると、活性層を構成する第１の領域Ａ１
及び第２の領域Ａ２は、比較的低温での成膜が可能な非晶質膜により形成することもでき
るため、基板として樹脂基板（プラスチック基板）を用いることができる。従って、本発
明によれば、表示品質に優れフレキシブルな有機ＥＬ表示装置を提供することができる。
【００６４】
　なお、図５に示した有機ＥＬ表示装置において、上部電極６３を透明電極としてトップ
エミッション型としてもよいし、下部電極６２及びＴＦＴ２ａ，２ｂの各電極を透明電極
とすることによりボトムエミッション型としてもよい。
【００６５】
＜Ｘ線センサー＞
　図７に、本発明のセンサーの一実施形態であるＸ線センサーについて、その一部分の概
略断面図を示し、図８にその電気配線の概略構成図を示す。
　本実施形態のＸ線センサー７は基板１１上に形成された薄膜トランジスタ２及びキャパ
シタ７０と、キャパシタ７０上に形成された電荷収集用電極７１と、Ｘ線変換層７２と、
上部電極７３とを備えて構成される。薄膜トランジスタ２上にはパッシベーション膜７５
が設けられている。
【００６６】
　キャパシタ７０はキャパシタ用下部電極７６とキャパシタ用上部電極７７とで絶縁膜７
８を挟んだ構造となっている。キャパシタ用上部電極７７は絶縁膜７８に設けられたコン
タクトホール７９を介し、薄膜トランジスタ２のソース電極１３及びドレイン電極１４の
いずれか一方（図７においてはドレイン電極１４）と接続されている。
【００６７】
　電荷収集用電極７１は、キャパシタ７０におけるキャパシタ用上部電極７７上に設けら
れており、キャパシタ用上部電極７７に接している。Ｘ線変換層７２はアモルファスセレ
ンからなる層であり、薄膜トランジスタ２及びキャパシタ７０を覆うように設けられてい
る。上部電極７３はＸ線変換層７２上に設けられており、Ｘ線変換層７２に接している。
【００６８】
　図８に示すように、本実施形態のＸ線センサー７は、互いに平行な複数のゲート配線８
１と、ゲート配線８１と交差する、互いに平行な複数のデータ配線８２とを備えている。
ここでゲート配線８１とデータ配線８２は電気的に絶縁されている。ゲート配線８１とデ
ータ配線８２との交差部付近に、薄膜トランジスタ２が備えられている。
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【００６９】
　薄膜トランジスタ２のゲート電極１６は、ゲート配線８１に接続されており、薄膜トラ
ンジスタ２のソース電極１３はデータ配線８２に接続されている。また、薄膜トランジス
タ２のドレイン電極１４は電荷収集用電極７１に接続されており、さらにこの電荷収集用
電極７１は、接地された対向電極７６とともにキャパシタ７０を構成している。
【００７０】
　本構成のＸ線センサー７において、Ｘ線は図７中、上部（上部電極７３側）から照射さ
れ、Ｘ線変換層７２で電子－正孔対を生成する。このＸ線変換層７２に上部電極７３によ
って高電界を印加しておくことにより、生成した電荷はキャパシタ７０に蓄積され、薄膜
トランジスタ２を順次走査することによって読み出される。
【００７１】
　本発明のＸ線センサーは、オン電流が高く、信頼性に優れた薄膜トランジスタ２を備え
るため、Ｓ／Ｎが高く、感度特性に優れているため、Ｘ線デジタル撮影装置に用いた場合
に広ダイナミックレンジの画像が得られる。
　特に本発明のＸ線デジタル撮影装置は、静止画撮影のみ可能なものではなく、動画によ
る透視と静止画の撮影が１台で行えるＸ線デジタル撮影装置に用いるのが好適である。さ
らに薄膜トランジスタ２における活性層を構成する第１の領域Ａ１及び第２の領域Ａ２が
非晶質である場合には均一性に優れた画像が得られる。
【００７２】
　なお、図７に示した本実施形態のＸ線センサーにおいては、トップゲート型の薄膜トラ
ンジスタを備えるものとしたが、本発明のセンサーにおいて用いられる薄膜トランジスタ
はトップゲート型に限定されることなく、ボトムゲート型の薄膜トランジスタであっても
よい。
【実施例】
【００７３】
　以下に実施例を説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定されるものではない
。なお、以下の説明において、実施例７、８、９及び１４は、それぞれ参考例７、８、９
、１４に相当する。
【００７４】
＜実験例１＞
（金属アルコキシドを用いた第１及び第２の酸化物前駆体膜の作製）
　酢酸亜鉛二水和物１．３２ｇ、ガリウムイソプロポキシド０．７５ｇ、インジウムイソ
プロポキシ５．７９ｇを秤量し、ジエチルエタノールアミン１００ｍＬ中で１５０℃の温
度にて攪拌し、淡黄色の第１の金属アルコキシド原料液を得た。この原料液は、膜にした
際の金属組成比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．７：０．１：０．２となるように調製したもの
である。
【００７５】
　同様に酢酸亜鉛二水和物２．２０ｇ、ガリウムイソプロポキシド３．７３ｇ、インジウ
ムイソプロポキシ１．３８ｇを秤量し、ジエチルエタノールアミン１００ｍＬ中で１５０
℃の温度にて攪拌し、淡黄色の第２の金属アルコキシド原料液を得た。この原料液は、膜
にした際の金属組成比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１／６：３／６：２／６となるように調製し
たものである。
【００７６】
　熱酸化膜付ｐ－ｔｙｐｅシリコン基板上に、前記第１の金属アルコキシド原料液を３０
００ｒｐｍの回転速度でスピンコートした後、５分間自然乾燥し、膜厚３５ｎｍの第１の
酸化物前駆体膜を作製した。
　次に前記第２の金属アルコキシド原料液を３０００ｒｐｍの回転速度でスピンコートを
した後、５分間自然乾燥した。前記スピンコート及び自然乾燥を２回実施し、膜厚７０ｎ
ｍの第２の酸化物前駆体膜を作製した。
　得られた酸化物前駆体積層膜をボックス炉にて４５０℃で１時間熱処理を施した。
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　これにより、評価用の簡易型ＴＦＴを作製することができた。なお、酸化物半導体層を
構成する第１の領域Ａ１の厚みは２５ｎｍであり、第２の領域Ａ１の厚みは５０ｎｍであ
った。
【００７７】
＜実験例２＞
（βジケトン錯体を用いた第１及び第２の酸化物前駆体膜の作製）
　インジウムアセチルアセトン４．３２ｇ、ガリウムアセチルアセトン０．５５１ｇ、亜
鉛アセチルアセトン０．７９１ｇを秤量し、アセチルアセトン１００ｍＬ中で室温にて攪
拌し、無色の第１の金属βジケトン原料液を得た。この原料液は、膜にした際の金属組成
比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝０．７：０．１：０．２となるように調製したものである。
【００７８】
　同様にインジウムアセチルアセトン１．０３ｇ、ガリウムアセチルアセトン２．７５ｇ
、亜鉛アセチルアセトン１．３２ｇを秤量し、アセチルアセトン１００ｍＬ中で室温にて
攪拌し、無色の第２の金属βジケトン原料液を得た。この原料液は、膜にした際の金属組
成比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１／６：３／６：２／６となるように調製したものである。
【００７９】
　熱酸化膜付ｐ－ｔｙｐｅシリコン基板上に、前記第１の金属βジケトン原料液を３００
０ｒｐｍの回転速度でスピンコートした後、５分間自然乾燥し、膜厚３５ｎｍの第１の酸
化物前駆体膜を作製した。
　次に前記第２の金属βジケトン原料液を３０００ｒｐｍの回転速度でスピンコートをし
た後、５分間自然乾燥した。前記スピンコート及び自然乾燥を２回実施し、膜厚７０ｎｍ
の第２の酸化物前駆体膜を作製した。
　得られた酸化物前駆体積層膜をボックス炉にて４５０℃で１時間熱処理を施した。
　これにより、評価用の簡易型ＴＦＴを作製することができた。なお、酸化物半導体層を
構成する第１の領域Ａ１の厚みは２５ｎｍであり、第２の領域Ａ１の厚みは５０ｎｍであ
った。
【００８０】
（第１の領域における組成依存性）
　上記実験例１と同様の手法を用い、第１の領域の仕込み原料比だけを変化させ、第１の
領域の組成がＴＦＴ特性にどのように影響するか評価した。第２の領域は膜にした際の金
属組成比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１／６：３／６：２／６となるように固定した。
　膜にした状態での金属組成比は蛍光Ｘ線分析装置（ＸＲＦ）を用いて確認した。
【００８１】
　作製したＴＦＴについて、半導体パラメータ・アナライザー４１５６Ｃ（アジレントテ
クノロジー社製）を用い、移動度μの測定を行った。ドレイン電圧（Ｖｄ）を１Ｖに固定
した状態でゲート電圧（Ｖｇ）を－３０Ｖ～＋３０Ｖの範囲内で掃引して得た、線形領域
でのＶｇ－Ｉｄ特性から線形移動度を算出した。
【００８２】
　第１の領域を組成変調した場合の移動度を以下の表１にまとめて示す。また、各ＴＦＴ
に関し、第１の領域Ａ１の組成範囲及び移動度を３元相図記法により図９に示した。
【００８３】
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【表１】

 
【００８４】
　表１及び図９より、ｂ≦１／３、及び、ｂ≧－１０ａ／７＋１を満たす事によって１ｃ
ｍ２／Ｖｓ超の電界効果移動度が実現できる事が分かる。
　更に、ｂ≦ａ／２－１／１０、及び、ｂ≧－３ａ／２＋１１／１０を満たす組成範囲で
は、より高い電界効果移動度（１．４ｃｍ２／Ｖｓ以上）が得られる事が分かる。これは
相対的にＩｎ含有率が増大する事によって酸化物半導体中にキャリアの供給源となる酸素
欠陥が導入されやすくなるためであると考えられる。何故なら、酸化物半導体系ではパー
コレーション伝導を示す事が報告されており、この場合にはキャリア濃度が高いほど移動
度が向上する傾向があるためであると考えられる。同時に、キャリア伝導を担っているの
はＩｎの５ｓ軌道であることから、膜中Ｉｎ含有率が増大すれば当然電子軌道の重なりが
大きくなり、やはり移動度の向上に寄与しているものと考えられる。
　一方、比較例１，２では比較的Ｉｎ含有量が低いために、電界効果移動度が低下してい
る事が分かる。
【００８５】
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　なお、このような積層系における酸化物半導体層を、気相成膜法を用いて形成した場合
と、本発明の様な液相法を用いて形成した場合には良好な組成範囲は異なる。これは気相
成膜法に比べ、液相成膜法で作製した膜は、残留有機物質の混入や膜密度の低下の影響に
より膜中のトラップ準位量が大きいためであると考えられる。そのため液相成膜ではキャ
リア伝導を担う第１の酸化物半導体膜（第１の領域）の組成を気相成膜に比べてよりＩｎ
リッチ側に制御する事によって、伝導に寄与できるキャリア濃度量を増大させることがで
き、高い移動度を実現できる。
【００８６】
　また、Ｇａ及びＩｎがそれぞれ５％以上含有されている事が望ましいが、これはＩｎ２

Ｏ３やＩｎＺｎＯ系ではキャリアの制御が難しく、本発明で与えられる組成領域の様なＩ
ｎリッチ領域では縮退伝導を示しやすくなるためである。また、酸素欠陥を形成しにくく
構造安定性を担っているＧａを導入する事で経時や繰り返し駆動に対する安定性を高める
事が可能である。
【００８７】
　なお、比較例３，４は酸化物半導体層を積層とせず、単膜で構成した場合の例である。
比較例３より同じ熱処理温度条件においては積層構造の方が高い移動度が得られる事が分
かる。また、比較例４より、高い温度でアニールした単膜ＩＧＺＯ－ＴＦＴよりも、より
低い温度でアニールした積層型ＩＧＺＯ－ＴＦＴの方が高い移動度が得られる事が分かる
。
【００８８】
（第２の領域における組成依存性）
　第１の領域の組成は実施例１と同様に固定（ａ：ｂ：ｃ＝２．１：０．３：０．６）し
、第２の領域における組成をＩＧＺＯ系で変調した。
　作製したＴＦＴについて、半導体パラメータ・アナライザー４１５６Ｃ（アジレントテ
クノロジー社製）を用い、前記と同様にして移動度を算出した。また、Ｉ－Ｖ特性から閾
値電圧（Ｖｔｈ）を求めた。
　第２の領域を組成変調した場合のＴＦＴ特性を以下の表２にまとめて示す。
【００８９】

【表２】

 
【００９０】
　Ｇａ含有率を高めたｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．８７５（実施例１０）の場合には、高い移動
度は得られるものの、他の実施例と比べて移動度が若干減少している事が分かる。これは
第２の領域のＧａ含有率を増大させる事によって第２の領域の抵抗が増大し、第１の領域
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　一方、実施例１４のようにＩｎ含有率を高めた場合（ｆ／（ｅ＋ｆ）＝０．２５０）に
は閾値が負の方向にシフトする傾向にある。この場合には第２の領域のキャリア濃度が比
較的高くなっていることから、第１の領域への過剰なキャリアの流れ込みや、第２の領域
内に一部チャネル形成が起こっている可能性が考えられる。このような結果から、高移動
度とＶｔｈ＞０の観点から０．２５０＜ｆ／（ｅ＋ｆ）＜０．８７５の組成範囲にある事
が望ましい事が分かる。
【００９１】
（繰り返し駆動に関する安定性）
　実施例１及び実施例７のＴＦＴについてドレイン電圧Ｖｄを＋１０Ｖ、ゲート電圧Ｖｇ
を＋１５Ｖに固定したストレス条件の下で、３００秒間のストレス印加した後の初期値に
対する閾値の変動量（ΔＶｔｈ）を測定した。結果を表３に示す。
【００９２】
【表３】

 
【００９３】
　第１の領域においてＧａを含有している実施例１の場合にはＧａを含有していない実施
例７に対して閾値の変動量が小さくなる事から、繰り返し駆動に対する安定性が高い事が
分かる。
【００９４】
　本発明により製造される薄膜トランジスタは、樹脂基板を用いた低温プロセスで作製可
能なフレキシブルディスプレイ等のデバイス、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等のイメージセンサー、Ｘ線センサ
ー等の各種センサー、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical System）等、種々の電子デ
バイスにおける駆動素子（駆動回路）として、好適に用いられるものである。
【００９５】
　本発明により製造される薄膜トランジスタを用いた本発明の表示装置およびセンサーは
、いずれも低い消費電力により良好な特性を示す。なお、ここで言う「特性」とは、表示
装置の場合には表示特性、センサーの場合には感度特性である。
【符号の説明】
【００９６】
１、２　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
１１ 基板
１２ 酸化物半導体層
１３ ソース電極
１４ ドレイン電極
１５ ゲート絶縁膜
１６ ゲート電極
Ａ１ 酸化物半導体層の第１の領域
Ａ２ 酸化物半導体層の第２の領域
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